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請願第96号 

 

危険な通学路の修繕

や交通規制等の事故

防止対策の強化に関

する請願 

本県では、令和３年６月の千葉県八街市で

発生した事故を受けた調査により、小学校の

通学路において416箇所の危険箇所が抽出さ

れており、学校、道路管理者、警察がそれぞ

れ必要な対策を実施している。 

 

県が道路管理者として対策を実施する 

87箇所のうち、86箇所で歩道整備や防護柵の

設置、路面標示などの事業に着手済みであ

り、今年度末までに75箇所が完了する予定で

ある。 

 

【県管理道路における実施状況】 

・令和３年度完了   51箇所 

・令和４年度完了予定 24箇所 

 

 

また、警察所管の対策箇所96箇所について

は、交通安全施設の設置、交通規制の実施な

どを進めており、道路改良が必要な横断歩道

の新設１箇所を除き、対策を完了している

（当該横断歩道については、今年度中に設置

予定）。 

 

引き続き、通学路における危険箇所の早期

解消に向け必要な対策を着実に進めていく

とともに、パトロールや街頭監視等の要望箇

所について活動を実施し、交通事故防止に努

めていく。 

 


